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序 はじめに 
 
（１）指針策定の趣旨 

ＩＴは産業分野のみならず生活分野にも大きな影響を及ぼす経済社会の基盤技術となっており、

ＩＴ産業は今後とも世界的に成長が期待される産業である。 
本県においては、厳しさを増す財政状況や社会経済情勢の激しい変化を踏まえた上で、知事

マニフェストを具現化する新たな宮崎の創造に向け、平成 19 年に「新みやざき創造計画」を策定

し具体的な戦略のひとつとして「ＩＴ産業の集積とＩＴ技術者の交流の促進」を掲げている。 
この指針は、「新みやざき創造計画」に掲げる戦略を推進し、本県ＩＴ産業の振興を図る方策を

示すものである。 

 
（２）ＩＴ産業について 

この指針における「情報サービス業」とは、日本標準産業分類の「ソフトウェア業」、「情報処理・

提供サービス業」及び「インターネット附随サービス業」を含め、「ＩＴ産業」には「情報サービス業」 
及び「コールセンター」を含める。 

     

ＩＴ産業 情報サービス業 ソフトウェア業

情報処理・提供サービス業

インターネット附随サービス業

コールセンター

 
 
 

 
 

- 1 -



１ 本県ＩＴ産業を取り巻く環境 

 
（１）業界の動向 

情報サービス業においては、近年、開発を海外、特にアジア諸国に委託する「オフショア開発」

が増大しているが、コミュニケーションのギャップや品質のバラツキ等の問題から 一部に国内へ

の回帰（「国内オフショア」）の動きが見られる。また、人材不足が常態化するとともに、若者の情

報サービス業離れの傾向も見られている。 

技術面では、自動車や携帯電話等に内蔵される組込みソフトウェアの重要性が高まるととも

に、Linux をはじめとするオープンソース・ソフトウェア（ＯＳＳ）の普及が進んでいる。 

また、ブロードバンドの普及を背景にソフトウェアをネットワークを通じて提供する ASP、SaaS

が拡大するとともに、データセンターの需要が急増している。 

コールセンターについては、平成 12 年から急速に地方への立地が進み、平成 16 年から 17

年 にピークに達し、その後減少しているものの引き続き地方への展開が進んでおり、今後はバ

ックオフィス機能を有するセンターの進出が見込まれる。 

 

コールセンター地方立地状況（全国：時期別） 
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（２）国の施策 

昭和 63 年に頭脳立地法が成立して以降、情報サービス業等の地方への集積が図られてきて

いるが、現在の施策は平成 12 年に成立したＩＴ基本法により展開されている。 

 ＩＴ基本法を推進するため平成 13 年、内閣にＩＴ戦略本部（本部長：内閣総理大臣）が設置され、

「e-Japan 戦略」（平成 13 年～）、「e-JapanⅡ戦略」（平成 15 年～）を経て、現在は「ＩＴ新改革戦

略～いつでも、どこでも、誰でもＩＴの恩恵を実感できる社会の実現」（平成 18 年～）により各省庁

で各種施策が実施されている。 

また、企業立地促進法（平成 19 年成立）により地域の強みと特性を踏まえた産業集積の支援

が行われている。 
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（３）地方における取り組み状況 

①札幌市 

昭和 50 年代、当時の北海道大学助教授が立ち上げた「マイコン研究会」が契機となって学生

によるベンチャー企業の設立が始まった。 

このような動きを背景に昭和 60 年に「札幌テクノパーク」が造成され、首都圏から大手ＩＴ企業

の進出が進み、平成に入ってからは地場ＩＴ企業からのスピンオフ企業が相次ぎ、ＩＴ企業群が形

成された。特にＪＲ札幌駅北口にはＩＴ企業が集積し、民間主導により「札幌 BizCafe」が開設され

るなど「サッポロバレー」として全国的に認知された。 

札幌市における集積は、キーパーソンの存在により民間主導の交流から集積が図られた例と

いえる。 

 
②仙台市 

平成 7 年頃からＪＲ仙台駅東口へのＩＴ企業の進出が見られるようになり、これに着目した仙台

市が平成 12 年にこのエリアを「仙台駅東口ＩＴアベニュー」と名付け、中心市街地活性化事業や

産業クラスター形成事業などを実施したことにより集積が促進され、ＩＴ産業の集積を核として地

域の賑わいも創出されている。 

   
③沖縄県 

沖縄県においては、沖縄県マルチメディアアイランド構想（平成 10 年）、沖縄国際情報特区構

想（平成 12 年）、沖縄 e-island 宣言（平成 13 年）、沖縄振興特別措置法に基づく第１次沖縄県情

報通信産業振興計画（平成 14 年）、第 2 次計画（平成 17 年）、第 3 次計画（平成 20 年）によりＩ

Ｔ産業の集積が図られてきており特にコールセンターの進出が進んでいる。 

第３次沖縄県情報通信産業振興計画は、平成 20 年から 23 年までの 4 年間を計画期間としＩ

Ｔ産業の高度化、高付加価値化を基本方向として以下の事業を展開している。 

 
・情報通信産業誘致・活性化事業 

  ・デジタルアーカイブ事業 
  ・情報産業核人材育成支援事業 
  ・ＩＴ津梁パーク整備事業 
  ・通信コスト低減化支援事業 
  ・沖縄ＧＩＸ構築事業 

     
また、沖縄振興特別措置法に基づく情報通信産業特別地区について、広域的に沖縄全体にＩ

Ｔ産業の集積に効果を及ぼす拠点として名護・宜野座地区（名護市、宜野座村）及び那覇・浦添

地区（那覇市、浦添市）が指定されている。 
さらに、県内ＩＴ企業等の出資により首都圏向けソフトウェア開発・製造会社「株式会社フロ
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ンティアオキナワ 21」が平成 13 年に設立され、平成 20 年にＩＴ津梁パークの中核となるため増

資して「株式会社沖縄ソフトウェアセンター」に社名変更した。 
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２ 本県の状況 
 

（１）ＩＴ産業を巡る諸状況 

①光通信サービスの提供地域 

県内の光通信サービスの提供地域は、次のとおりで、両方のサービスが提供されている地域

は宮崎、都城及び延岡の地域である。 

 
光通信サービスの提供地域 

  事業者          提供地域（全域の表記があるほかは一部地域） 

ＮＴＴ西日本 

（フレッツ） 

延岡市、門川町、日向市、宮崎市、清武町（全域）、都城市、

三股町、高鍋町、西都市、国富町、えびの市、小林市 

九州通信ネットワーク 

（ビビック） 

延岡市、門川町、日向市、宮崎市、清武町、都城市、三股町 

   出典：事業者提供資料 

 

②オフィスの状況 

ア 賃料 

 オフィス賃料を他地域と比較してみると、下表のように宮崎は東京の約 6 割であり、安価とな

っている。 

 
オフィス賃料（円／坪） 

地域 東京 福岡 宮崎 対東京 対福岡 

賃料 １４，５６０円 １０，２４０円 ８，５９０円  ５９％  ８４％

     出典：2007 年不動産白書         
 

イ 需給 

平成 16 年度から 18 年度までの間の情報通信用建築物の着工面積は県全体で 14,842   

㎡で、このうち宮崎市及び清武町は 3,533 ㎡（対県全体 23.8％）である。また、宮崎市街地の

オフィス空室率は 16 年の 17.8％から 18 年は 12.3％に低下している。 

出典：着工面積～建築統計年報、オフィス空室率～不動産白書 2007 年 

 

③情報処理技術者の有効求人倍率 

 情報処理技術者の有効求人倍率は、下表のように全国を大きく下回っている。 
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情報処理技術者の有効求人倍率 

地域 全国 東京都 福岡県 宮崎県 

倍率 ２．２１ ３．７３ １．５６ ０．８０ 

     出典：平成 20 年 11 月雇用情報センター 

 
④情報・工学系卒業生の就職状況 

 情報・工学系卒業生の就職状況は下表のように、高校卒は約 4 割、高専と大学はいずれも

8 割以上が県外へ就職している。 

 
情報・工学系卒業生の就職状況 

卒業生（人） 

就職者（人） 

 

 

 

 

  県内 県外 

高校    1,300      614    388(63.2％)     226(36.8％) 

高専      177      114      14(12.3％)     100(87.7％) 

大学      494      319      49(15.4％)     270(84.6％) 

 計    1,971    1,047     451(43.1％)     596(56.9％) 

   出典：平成 19 年 3 月卒業 宮崎県、宮崎大学、都城工業高等専門学校調べ 

 
⑤システムエンジニアの給与 

  システムエンジニアの給与については、全国平均の 76.3％となっている。 

 
 システムエンジニアの給与（千円） 

地域 全国 東京 福岡 宮崎 対全国 対東京 対福岡 

給与 375 386 317 286 76.3％ 74.1％ 90.2％ 

     出典：平成 19 年賃金構造基本統計調査 

 
（２）情報サービス業の状況 

① 本県のポジション 

ア 国内での割合 
国内における宮崎県のソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業の状況を見てみると、下

表のように平成 9 年に比して平成 19 年では事業所数が 200％に、従業員数 107.2％に増加して

いるが、売上高は 72.4％に減少しており、伸び率はいずれも全国を下回っている。また、全国に

対する割合は小さく、平成 19 年では事業所数 0.5％、従業者数 0.2％及び売上高 0.1％であり、
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従事者数及び売上高の割合は平成 9 年の 0.3％及び 0.2％から低下している。 

  なお、平成 19 年の東京都をみてみると、事業所数は全国の約 3 分の 1、従業者数は半数、

売上高は 6 割という高水準で、東京都に集中していることが明らかである。 

 
ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業の宮崎県の状況 

数値 伸び率 数値 伸び率 数値 伸び率

全国 6,092 ― 426,935 ― 75,880 ― 

本県 33
（0.5％）

―
1,241

（0.3％）
―

185
（0.2％）

― 

全国 7,644 125.5 534,731 125.2 139,731 184.1

本県 39
（0.5％）

118.2
1,545

（0.3％）
124.5

184
（0.1％）

99.5

全国 14,631 240.2 703,214 164.7 144,975 191.1

本県 66
（0.5％）

200.0
1,330

（0.2％）
107.2

134
（0.1％）

72.4 

東京都
（参考）

4,944 
（33.8％）

―
353,720
（50.3％）

―
86,691 
（59.8％） ― 

19 

従事者数（人） 売上高（億円） 

9 

14 

年 区分 
事業所数（カ所）

注 1）本県、東京の下段括弧内は、対全国割合

 注２）伸び率は、平成 9 年を 100 とした時の割合

注３）特定サービス産業実態調査については、平成 18 年から調査集計方法の変更が行われて

いる。 
出典：特定サービス産業実態調査 

 
イ 全国都道府県との比較 
ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業について、全国都道府県の 1 事業所当たりの従

業員数と事業所数を比較してみると、全国平均 53.8 人／事業所に対し本県は 23.5 人／事業所

で、次頁のような分布となる。 
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全国都道府県ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業 1 事業所当りの従業員数と事業

所数 
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宮崎県 

（他に比較し突出しているため） 
※上記図には東京、神奈川、大阪は除外。 

従業員数 事業所数
東京 83 4,944
神奈川 84 880
大阪 49 1,455

上記図内に入りきれないもの 

出典：平成 19 年特定サービス業実態調査より日本立地センター作成 
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② 県内事業所の分布 
県内事業所の分布については、6 割強が宮崎市・清武町に立地している。 

 
県内情報サービス業事業所の分布 

事業所数       分 類 

  宮崎市・清武町  都城市  延岡市

ソフトウェア業    ９４  ６４     １１     ９

情報処理・提供サービス業    ２８   １９     ４     ４

インターネット附随サービス業    １５   ７     １     ３

計 

 

 １３７ ９０

(65.7％)

  １６ 

(11.7％) 

  １６

(11.7％)

      出典：平成 18 年事業所・企業統計調査 

 
③ 業務別の売上高 

ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業の業務別の売上高について全国と比較すると、

ソフトウェア業では業務用パッケージの、情報処理・提供サービス業では情報処理サービスの割

合が高い。 

 
ソフトウェア業                                             （百万円） 

ソフトウェアプロダクツ  受注ソフトウェア

開発 業務用パッケー

ジ 
右以外のソフトウ

ェアプロダクツ 

 
計 

全国 ８，９４３，９３６ ８４７，８７８ ５０５，６９０ １０，２９７，５０４

構成割合 ８６．９％ ８．２％ ４．９％ １００．０％

宮崎県 ６，２９５ １，４３８ ７８ ７，８１１

構成割合 ８０．６％ １８．４％ １．０％ １００．０％

出典：平成 19 年特定サービス業実態調査 
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情報処理・提供サービス業                                    （百万円） 

 情 報 処 理 サ

ービス 
システム等管

理運営受託 
データベース

サービス 
各種調査・そ

の他 
計 

全国 １，６３２，５３３ １，４９８，０２６ ２４８，７７９ ８２０，６６０ ４，１９９，９９８

構成割合 ３８．９％ ３５．７％ ５．９％ １９．５％ １００．０％

宮崎県 ３，０００ １，１９８ ４５９ ９４０ ５，５９７

構成割合 ５３．６％ ２１．４％ ８．２％ １６．８％ １００．０％

出典：平成 19 年特定サービス業実態調査 

 
 
④ 契約先別の売上高 

ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業の契約先産業別の売上高は下表のとおりであ

り、全国と比較して、同業者と公務の割合が高く、製造業と金融・保険業の割合が低い。 

 
 
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業の契約先産業別売上高             (百万円) 

製造業 金融・保険業 同業者 公務
情報通信業

（同業者を除く）
卸売・小売業 サービス業

その他の
契約先産業

計

全国 3,075,335 2,995,007 2,397,215 1,243,138 1,148,110 1,050,368 898,076 1,690,253 14,497,502

構成割合 21.2% 20.7% 16.5% 8.6% 7.9% 7.2% 6.2% 11.7% 100.0%

宮崎県 1,117 915 2,759 2,143 403 1,026 1,254 3,791 13,408

構成割合 8.3% 6.8% 20.6% 16.0% 3.0% 7.7% 9.4% 28.2% 100.0%
 

出典：平成 19 年特定サービス業実態調査 

 
 
（３）コールセンターの状況 

コールセンターは平成 12 年から地方への立地が急増している。本県においては平成 13 年か

ら立地が進み、平成 20 年 12 月現在、19 のコールセンターが立地し最終雇用予定者数 3,167 人

に対し現雇用者数約 1,360 人となっている。また、コールセンター白書 2008 によると本県のコー

ルセンター立地は全国 6 位と高水準である。 

 

 
 

 
 

- 10 -



コールセンター県内立地状況                                   (件数)   

      年度 平１３ 平１４ 平１５ 平１６ 平１７ 平１８ 平１９ 平２０  計 

県 内   １   ２   ０   ３   ３   ６   ３   １  １９ 
うち宮崎市・清武町   １   ２   ０   ３   ３   １   ２   ０  １２ 

出典：宮崎県調べ 

 
 
コールセンター地方立地状況（地域別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66

55

36

28

20 19

13 12
10

7 7
5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1

0

10

20

30

40

50

60

70

沖
縄

県

北
海

道

福
岡

県

宮
城

県

長
崎

県

宮
崎

県

青
森

県

愛
媛

県

新
潟

県

秋
田

県

熊
本

県

岩
手

県

富
山

県

和
歌

山
県

島
根

県

高
知

県

佐
賀

県

鹿
児

島
県

岡
山

県

福
井

県

鳥
取

県

大
分

県

石
川

県

岐
阜

県

三
重

県

香
川

県

徳
島

県

福
島

県

件数 

出典：コールセンター白書 2008 

 

 
（４）ＩＴ産業振興の取り組み 
①振興施策の経緯 

本県におけるＩＴ関連産業の振興は、平成 6 年度に現在の宮崎市、清武町、国富町、綾町が頭

脳立地法による地域指定を受けて本格化している。頭脳立地法は、ソフトウェア業等の地域にお

ける集積を目的としており、国の施策として業務用地の造成、人材育成等を行う中核施設への

出資、指定地域に立地する企業への税制優遇措置及び低利融資等が行われた。 

本県においては、旧佐土原町土地開発公社により宮崎テクノリサーチパーク（宮崎市佐土原

町）が造成されるととともに人材育成の中核機関として第三セクターの（株）宮崎県ソフトウェアセ

ンターが設立された。頭脳立地法が11年に廃止されて後、13年度からは県によりＳＯＨＯに対す

る事務所等の賃借料補助等が開始され、17 年度までこれらの支援が行われた。 

14 年度からは、県企業立地補助金の対象として新規雇用及び情報サービス業の専用通信回

線使用料が加えられた。 

15 年度には、旧宮崎市と清武町が総務省のＩＴビジネスモデル地区（計画期間：3 年間）に指定

され、16年度には産業クラスターの創出を目的として「みやざき産業クラスター推進協議会」が設

立されＩＴ分野の共同研究開発に対する支援がスタートした。 
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また、17 年度にはコールセンターの誘致促進を図るため県によるコールセンター人材の育成

研修が開始されるとともに、17 年度から 19 年度にかけて地域雇用開発促進法に基づき設立さ

れた「宮崎東諸県地域ＩＴ関連産業雇用促進協議会」によりＩＴ人材の育成が行われた。 

20 年 3 月には、 企業立地促進法に基づく県の基本計画が国の同意を得た。計画は、ＩＴ関連

産業等を集積業種とし、西米良村、諸塚村、椎葉村、日之影町を除く地域を集積地域としている。

企業立地促進法による支援措置は立地企業の設備投資に対する特別償却の適用等であり、本

県では 20 年度から誘致企業のＩＴ技術者を対象とした研修に対する支援や企業誘致専門員の配

置等が開始された。 

なお、構造改革特区として、18 年に「元気みやざきフレッシュＩＴ人材特区」（区域：県下全域）が

認定され認定講座修了者に対する情報処理技術者試験（初級アドミニストレータ、基本情報技

術者）の一部が免除されている。 

 
②県の取り組み状況と課題 

ア 企業誘致 
     《状況》 
      ａ 誘致企業に対する各種優遇措置 

ｂ 企業誘致専門員 5 名（東京都 2 名、愛知県・大阪府・福岡県 各 1 名）の配置 

ｃ 本県の立地環境をＰＲするため東京等における企業立地セミナーの開催 

 

誘致実績      

 平 13 平 14 平 15 平 16 平 17 平 18 平 19 平 20  計 

ＩＴ企業   ７   ８   ３  １１   ７   ８   ５   ３  ５２ 

うちコールセンター   １   ２    ０   ３   ３   ６   ３   １  １９ 

 （平成 20 年１1 月現在） 

 

     《課題》 

      ・他県との誘致競争に勝つための誘致誘引策が必要である。 

 
イ 人材育成 

     《状況》 
      ａ 誘致企業ＩＴ人材養成支援事業 

・誘致企業のＩＴ技術者を対象とした自社業務に特化した研修支援 
      ｂ 実務型ＩＴ人材養成事業 

・ＩＴ企業の在職者を対象とした実務に即した研修 
ｃ ＩＴ人材確保事業 
 ・ＩＴ企業への就職希望者を対象とするＯＪＴを含む 3 ヶ月研修及び就職支援 
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      ｄ コールセンター人材確保事業 

 ・コールセンターへの就職希望者を対象とする研修及び就職面談会の開催 

ｅ (株)宮崎県ソフトウェアセンター 

 ・各種研修の実施 

      ｆ (財)宮崎県産業支援財団 

       ・研修等への参加に対する助成 

 

     《課題》 

      ・個別企業への研修の支援が少ないこと。 

      ・支援制度の周知が図られていないこと。 

 

ウ 人材確保 

     《状況》 
     ａ ふるさと人材バンクの運営 

・ＵＩターン就職促進を目的とし、インターネット上での求人求職情報登録及び検索 
     ｂ 就職説明会の開催 
      ・県内外の複数会場で開催 

 
     《課題》 
      ・県内新卒者の県内就職が少ないこと。 
      ・コールセンターへの就職希望者が少ないこと。 

 
エ 取引振興 

     《状況》 

     ａ (財)宮崎県産業支援財団における取引振興事業（対象企業は登録制） 

      ・受発注情報の提供 

      ・取引のあっせん   

      ・商談会の開催（大阪府、宮崎市） 

      ・展示会、見本市への出展支援 
      ・取引開拓アドバイザーの配置（関西、東海、福岡、宮崎 各地区１名） 
     ｂ ＩＴ受注機会創出事業 
      ・県による首都圏で開催される展示会への出展 
     ｃ 東京フロンティアオフィス支援事業 
      ・低価格貸オフィスの提供 
     ｄ みやざき産業クラスター協議会 
      ・商談会等出展に対する助成 
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     《課題》 

・産業支援財団取引振興事業に係るＩＴ企業の登録（8 社）が少ないこと。 
・首都圏での取引開拓の強化が必要なこと。 

 
オ 創業・新分野への進出支援 

     《状況》 

     ａ 創業等に対する融資 

     ｂ ＩＴ新規分野進出促進事業 

      ・組込みシステム及びＯＳＳ等の新規分野に関するセミナー開催 

     ｃ (財)宮崎県産業支援財団 

      ・産学官のグループによる実用化に向けた研究開発補助 

      ・新商品、新技術の開発等を行う中小企業等に対する投資 

     ｄ （株）宮崎県ソフトウェアセンター 

      ・インキュベーションルームの運営（10 室） 

     e （独）科学技術振興機構（JST）イノベーションサテライト宮崎 

      ・地域発新産業創出支援（研究成果の育成・活用－事業化のための育成研究） 

 
     《課題》 
      ・新商品、新技術の研究開発に対する支援が十分活用されていないこと。 

      
カ 交流団体の活動 

     《状況》 
     ａ みやざき産業クラスター推進協議会ＩＴ部会（会員数 180 社・人） 
      ・販路開拓支援、研究開発事業、セミナー開催等 
     ｂ （社）宮崎県情報産業協会（会員数 23 社） 
      ・講演会開催等 
     ｃ ヘルプデスク協会宮崎地区会（会員数 2 社） 
      ・交流会議開催等 

 
     《課題》 

・各交流団体における技術者の交流活動が低調なこと。 

 
キ 通信網の整備 

     《状況》 
     ａ 宮崎情報ハイウェイ 21 
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      ・県内全市町村を光ファイバーで結ぶ超高速ネットワーク（幹線 2.4Ｇbps） 

     ｂ 誘致企業に対する回線使用料補助（80％、3～5 年間、年間 2,000 万円を限度） 

 

     《課題》 
      ・地元企業の県外との通信に対する支援がないこと。 

 
ク 県内企業等の経営ＩＴ化 

     《状況》 

     ａ （財）宮崎県産業支援財団のＩＴ担当コーディネータ配置 

      ・中小企業への IT 関連指導･助言 

 

     《課題》 
      ・製造業、小売業等のＩＴ化を担う職員を対象とする育成研修制度がないこと。 

 
（５）ＩＴ企業の経営状況 

情報サービス業及びコールセンターを対象に行ったアンケート結果による、県内ＩＴ企業の経営

における特徴的な事項は次のとおりである。 

 
①情報サービス業 

アンケート調査票発送数 187、有効回答数 47、有効回答率 25.1％であった。 

 

ア 業務内容 
現在、売上高の多い業務については「受注ソフトウェア開発」と回答した事業者が最も多く

28.7％、2番目が「システム等管理運営委託」で14.9％であるが、今後、増加を期待する業務につ

いて最も多いのは「受注ソフトウェア開発」24.5％で変わらないが、2 番目は「インターネット附随

サービス」21.4％となっている。 

 
イ 従業員の確保 
被雇用者のうち新卒者の割合は「10％以下」と回答した事業所が 66.7％であり、中途採用が

多い。 

 
ウ 本県への評価 
本県の経営環境については、「人件費の安さ」「オフィス家賃の安さ」「土地の安さ」「アクセスし

やすい空港」「住宅家賃の安さ」「住宅取得のしやすさ」「職住接近」「自然環境の豊かさ」の評価

が高い。 
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エ 県に期待する施策 
県に期待する施策については、「取引先の紹介・あっせん」と回答した事業所が最も多く

14.7％、続いて「社内研修等の実施に対する助成」が 11.1％、「事務所等の賃借に対する助成」

及び「研究開発に対する助成」が 10.3％となっている。 

 

②コールセンター 

アンケート調査票発送数 19、有効回答数 6、有効回答率 31.6％であった。 

 
ア 業務内容 

  
インバウンド アウトバウンド 両方 計 

８ ５ ６ １９ 

      ※アンケートとは別途、宮崎県調べ 

 
イ 従業員の確保 

被雇用者のうち新卒者の割合は「10％以下」と回答した事業所が 80.0％で、中途採用が多い。

離職率については、10％以下と回答した事業所が 60.0％である。 

 

ウ 本県への評価 
本県の経営環境については、「人件費の安さ」「オフィス家賃の安さ」「土地の安さ」「住宅家賃

の安さ」「住宅取得のしやすさ」「自然環境の豊かさ」の評価が高い。 

 
エ 県に期待する施策 
県に期待する施策については、「求職者対象の研修」と回答した事業所が最も多く 23.4％、続

いて「事務所等の賃借に対する助成」が 17.6％となっている。 
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（６）ＩＴ企業ヒアリング結果 
①ヒアリング先 

県内外のＩＴ企業、大学等合計で 21 機関へヒアリング調査を実施した。ヒアリング先の内訳は

次の通りである。 

 
ヒアリング先内訳                                           （機関数） 

 県内 県外 合計 

情報サービス業 

 

    １１ 
（うち誘致企業２）

     １      １２ 

コールセンター      ２ 
（うち誘致企業２）

     １       ３ 

大学      １      ０       １ 

公益団体（第３セクター含む）      ３      ２       ５ 

合計     １７      ４      ２１ 

 

②県内のヒアリング結果 

区分 メリット デメリット 

ビジネス

環境 

• 誘致に対する行政の熱心さ • 東京～宮崎間の通信コストが高い 

 

住環境 • 自然環境が良い 

• 職住が接近している 

• ワークライフバランスが取りやすい 

 

－ 

マーケッ

ト 

 

－ 

• 県内のＩＴ市場が小さい 

• 首都圏等発注元への派遣が多い 

• 宮崎県ＩＴ産業の県外へのＰＲが不足 

人材 • 人件費が安い 

• 人柄の良さ 

• 首都圏等に比べ離職率が低い 

• 宮崎県ソフトウェアセンターの研修が

効果的 

• 一定レベル以上の技術者が不足 

• 自社研修への支援がない 

ネ ッ ト ワ

ーク 

  

－ 

• 産学官のネットワーキングが低調 

• ネットワークのキーパーソン不在 

• 随時に交流できる場・機会がない 
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③県外のヒアリング結果 

地方への進出条件として、優秀な人材を一定数確保できること、安価な賃金・家賃及びそれを

可能にする立地優遇措置の充実等があげられた。本県での立地についてのメリット・デメリットに

ついては以下のとおりである。 

 

 

区分 メリット デメリット 

ビジネス

環境 

• 人件費が安い 

• オフィス家賃が安い 

• 誘致に対する行政の熱心さ 

• 中心市街地での駐車場確保の不安 

住環境 • 気候が良い 

• 食べ物がおいしい 

• 若い世代の価値観に対応した生活の

魅力不足 

• 家族の子育て、教育環境の魅力不足 

人材 • 人柄がコールセンターに適している 

• 誠実で離職率が低い 

• 若年者人口が少ない 

• 優秀な人材の確保が不安 

• コールセンターの立地が進み人材の

確保に不安 
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（７）本県の強みと弱み 
次の図及び次頁の図はアンケート調査における経営環境に関する回答結果を重要視の度合

いと評価について分布を示したものである。図の右上は重要視され評価も高い項目、右下は重要

視されないが評価は高い項目、左上は重要視されるが評価が低い項目、左下は重要視されず評

価も低い項目である。以下、主に下図を中心に平成19年度宮崎県ＩＴ産業集積に関する基礎調査

（以下、基礎調査）及びヒアリング結果と合わせて、本県のＩＴ産業集積に係る強みと弱みを明らか

にする。 

 

図 宮崎県情報サービス業における経営環境要素と重視事項の状況  
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産学連携

の安さ

の安さ

東京情報
公募情報 県外企業連携

重要視され評価も

高い 重要視されるが

評価は低い 

平均 8.55 

評価、重要視 評価は高いが重要

視されない とも低い 

普通と評価する分岐点 88 

出典：アンケート結果より日本立地センター作成 

注）各経営環境要素について、縦軸を重要視すると回答した事業所の数、横軸を評価について

良い 3 点、普通 2 点、悪い 1 点として回答した事業所数を乗じて合計した点数の分布を図として

表したもの。各経営環境要素項目へは回答数のばらつきが見受けられるが平均 44 社回答。 
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図 宮崎県コールセンターにおける経営環境要素と重視事項の状況  
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出典：アンケート結果より日本立地センター作成 

注）分布方法は前図と同じ。各経営環境要素項目へは 6 社回答。 
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①強み 
ア  人件費とオフィス家賃の安さは、基礎調査からも明らかであり、重要視され評価も高いこ

とから、誘致や県外からの受注に有利である。 
イ  自然環境の良さ、職住が接近していること及び空港アクセスの良さについては、評価は

高いものの重要視されていない。しかし、自然環境の良さ及び職住接近は、最近、関心

が高まっているワークライフバランスに適した環境であり、空港アクセスの良さも本支店

間及び受発注企業間の頻繁な連絡に重要な条件であると考えられるため、これらの環境

を積極的にＰＲすることにより誘致及び県外からの受注を有利に展開することが可能であ

る。 
ウ  ヒアリング結果からわかるように人柄の良さや離職率の低さは、特にコールセンターの

誘致に有利な条件と考えられる。 

 
②弱み 

ア  県内からの受注、県外からの受注及び新規顧客開拓のしやすさについて、重要視され

ながら評価が低いことは、県内のＩＴ市場が小さく拡大が必要であり、県外からの受注に

ついても積極的な取り組みが必要であることを示している。 
イ  ＳＥ及びプログラマの確保のしやすさについて、重要視されながら、全国に比べて有効

求人倍率が低いにもかかわらず評価が低いため、今後、一層の人材の育成確保が必要

である。 
ウ  ビジネスネットワーク及び県内企業との連携について、重要視されながら評価が低いが、

交流は技術者のレベルアップやビジネス機会の獲得等の様々な効果が期待できることか

ら、交流の促進を図ることが重要である。 
エ  ヒアリングで明らかになった県外通信コストの低減要望については、ＩＴ産業集積のため

の基盤として、また、誘致や県外からの受注を有利にするための条件として、その対策を

検討することが必要である。 

 
強みと弱み及びこれに対応するＩＴ産業集積のための要素を整理すると以下のとおりである。 
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強み 
・人件費の安さ 
・オフィス家賃の安さ 
・人柄の良さ 
・自然・住環境の良さ 

・空港アクセスの良さ 

ＩＴ産業集積のための要素 

 
・企業誘致 

 
・県外からの受注拡大 

 
・県内市場の拡大 

 
・技術者交流の活性化 

 
・人材の育成確保 

 
・県外通信コストの低減 

                              
 

弱み 
・県内市場の小ささ 
・県外受注の少なさ 
・技術者交流の低調さ 
・一定レベルの技術者不足 
・県外通信コストの高さ 
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３ ＩＴ産業の集積 
 
（１）集積の必要性と効果 
①必要性 
  《本県でのＩＴ産業振興の必要性》 

ＩＴは全産業に必要な技術であり、ＩＴ産業は今後とも成長が見込まれており、本県においても 
ＩＴ産業の振興が他産業の活性化を促すことが期待される。 

ＩＴ産業は、首都圏等から遠隔地にある本県にとって輸送に係る制約が小さく、大規模なハード

整備が不要なことから製造業に比べて立地が容易である。また、農商工等連携促進法の施行に

伴い、農林水産業と中小企業の連携におけるＩＴの活用が期待される。 
さらに、コールセンターについては、1 事業所で多くの雇用が生まれるため、雇用の場の確保

に効果が大きく、ＩＴ産業は就労において身体的な制約が小さいので、身体障がい者の雇用の場

として適している。 
このような特性のあるＩＴ産業について、本県は人件費及びオフィス賃料が安いことなどＩＴ企業

の誘致や県外からの受注に強みを有している。 

 
  《集積を図る必要性》 

ＩＴ産業は、起業時に大きな設備を必要としないことがあり、技術革新等による成長スピードが

早く新しいビジネスの機会も多いことから、小規模な起業から大きく発展する事例があるが、この

ような、新しいビジネスの機会は人と人の直接の交流による情報交換の中から得られる場合も

多い。 
本県においては技術者の交流が低調であることがＩＴ産業集積にかかる弱みのひとつになって

いることから、一定の地域にＩＴ企業の集積度を高めて交流を活性化することにより、新たな起業、

事業展開の促進や技術者のレベルアップが図られＩＴ産業の振興に寄与することが期待される。 
また、県外からの企業誘致や受注活動を強化する上でのＰＲ材料としてＩＴ産業の集積状況が

見えるようにするため一定地域に集積することが効果的であり、一定の地域に施策を重点的に

実施することにより、施策の効率が上がることが見込まれる。 

 
②効果 

一定地域での集積を推進することにより、域内の業界の活性化が図られるとともに、ＩＴ産業の

集積地としてイメージが醸成されることによって県外からの立地や発注を呼び込むことが期待さ

れる。県内においては、その効果を他地域に波及させることにより県内全域でＩＴ産業の底上げ

を図ることができる。 
また、ＩＴ産業は大きな製造設備等を必要とせずリゾート地近隣に立地してもリゾートのイメー

ジを損なうことなく、先端技術のＩＴ産業とリゾートとの組み合わせにより双方のイメージを向上さ

せる効果が期待できる。 
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さらに、ＩＴ企業は中心市街地での立地が可能であることから、中心市街地の賑わいの創出に

寄与する。 

 
（２）ＩＴタウンの創設 
① ＩＴタウン 

コールセンターの地方進出、国内オフショアの動き、データセンターの地方設置などＩＴ産業が

地方へ展開する流れがあるが、これらはＩＴ産業が輸送に係る制約が小さいことを背景に、主に

安価な人件費、土地等を求めた動きになっており、本県においても立地が進んでいる 
一方、本県においては、豊かな自然が身近にありサーフィンやゴルフ等のレジャーを手軽に楽

しむことができ、職住が接近しているとともに、保育園の待機児童がゼロであるという女性が働き

やすい環境にもある。 
このようなことから、ＩＴ産業のコスト面に注目した地方展開に対し、ストレスが多いと言われる 

ＩＴ技術者等に自然の癒しを提供し、仕事と生活の調和の取りやすさというメリットを加えた、宮崎

ならではのＩＴ企業の立地を提案し、ＩＴ産業の振興を図る。 
なお、前述したようにＩＴ産業の振興を図る上で、一定の地域に集積することが必要であること

から、この集積を図る地域を「ＩＴタウン」と称する。 

 
   ～ 身近な自然とゆとりの時間、 
               仕事と生活が調和する癒しのＩＴタウン ～ 

   
 ②ＩＴタウン地域の設定 

集積を図る前提として、すでに一定数のＩＴ企業があり、交流の核となる可能性のある研究機

関・支援機関が立地し、大都市圏との交通アクセスが良いことなどの条件から宮崎市及び清武

町をＩＴタウン地域とする。 
また、特に重点的に集積を推進する地域として、空港からのアクセスが良く、ＩＴ企業用オフィス

の確保が見込まれるとともに、行政機関や企業等が多数立地する業務集積地域であり、県総合

文化公園が立地する文化的エリアでもある、ＪＲ宮崎駅を中心とする市道下北方通線と大淀川

で囲まれた地域を「ＩＴタウン・コアエリア」とする。 

 
【ＩＴタウン地域の概況】 
 ア ＩＴ産業事業所数 
   106 事業所（うちコールセンター12 事業所） 

     ※平成 18 年事業所・企業統計調査結果に平成 19・20 年度誘致実績を加えたもの。 

 イ 人口 

   398,448 人（宮崎市 369,783 人、清武町 28,665 人） 

    ※平成 21 年 1 月 1 日現在：宮崎県推計人口 
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 ウ 大学 

  ・宮崎大学 

  ・宮崎公立大学 

  ・宮崎国際大学 

  ・宮崎産業経営大学 

 エ 支援機関 

  ・宮崎県工業技術センター 

  ・(財)宮崎県産業支援財団 

  ・(株)宮崎県ソフトウェアセンター 

  ・(独)科学技術振興機構イノベーションサテライト宮崎 

 オ 交通アクセス 

  ・宮崎空港 

  ・九州自動車道（宮崎線）、東九州自動車道 

  ・ＪＲ日豊本線、日南線、宮崎空港線 

 エ リゾート地 

  ・シーガイア地区 

  ・青島地区 

 オ 文化施設 

・県総合文化公園（県立図書館、県立美術館、県立芸術劇場） 

 カ その他 

・インキュベーションルーム[開設予定地] 

・宮崎駅西口複合目的ビル[建設予定地] 

・宮崎市教育情報研修センター 

・県総合運動公園 
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図 ＩＴタウン・コアエリアと関連機関 

 
 
 

 

 

宮崎県工業技術センター 

(財)宮崎県産業支援財団 

㈱宮崎県ソフトウェアセンター

シーガイア 

宮崎空港 

宮崎産業経営大学 

宮崎国際大学 

県総合運動公園 

宮崎大学 青島 
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図 ＩＴタウン・コアエリア詳細 

 
 
 

 

宮崎公立大学 

県総合文化公園 

宮崎駅西口複合目的ビル（開設予定地）

宮崎市教育情報研修センター 

宮崎県庁 
 

(開設予定地) 

インキュベーションルーム 

(独)科学技術振興機構イノベーションサテライト宮崎 
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４ 施策の展開 
 
（１）施策展開の方針 

ＩＴ産業界の動向を踏まえ、本県のＩＴ産業に関する強みを発揮するとともに弱みを克服し、地

元市町・関係団体と連携して、ＩＴタウン創設のための施策を展開する。施策は、県全体の底上げ

を図ることによりＩＴタウンの創設に効果のあるものを含めて展開する。 

 
○事業実施期間 
  概ね４年間とする。 

 
○成果目標 
  ＩＴ企業事業所数 

      平成２４年度 
（目標） 

平成２０年度 
 （参考） 
 ＩＴタウン １４５ １０６ 
 県全体 ２３０ 
       

１６１ 

    ※平成 20 年度の値は、平成 18 年事業所・企業統計調査結果に誘致実績を加えたもの。 

 
 
（２）施策の展開 
①ＩＴ企業誘致の促進 

本県における人件費の安さ、空港アクセスの良さ及び自然・住環境の良さ等については、すで

にこれらを強みとして企業誘致を積極的に行っているところであるが、ＩＴ産業の集積を図るため、

さらに強みを活かしてＩＴ企業の誘致を促進する。 
その対策として、入居物件を提示できることが誘致活動を有利にすることから、入居物件の確

保に取り組むことにより、地域間競争が激しいコールセンター等の誘致を促進する。 

 
○具体的施策 

• 地元自治体及び物件所有者の協力の下、物件所有者がＩＴ企業用オフィスを整備し、

県と地元自治体が企業誘致に努めるとともに、物件所有者の企業入居までの費用の

一部を助成 

 
②国内オフショアの促進 

ＩＴ産業の集積を図るためには、県外からのＩＴ企業誘致とともに地元のＩＴ企業の活性化を図る

ことが重要である。最近、動きの見られるオフショア開発の国内回帰（「国内オフショア」）につい
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ては、本県の人件費の安さ及び空港アクセスの良さは強みとなり、県内マーケットが小さく県外

受注が少ないという弱みを克服するためにも有効であることから、国内オフショアを促進し地元 
ＩＴ企業の受注の拡大を図る。 

その対策として、県内のＩＴ企業は中小零細企業が多く、ＩＴ産業が集中する首都圏等において

独力で営業を行うことが難しい状況にあることから、首都圏等での受注活動や共同受注活動を

支援する。 

 
○具体的施策 

• 首都圏への取引開拓員の配置及び商談会の開催 
• 共同受注グループの既存商談会出展等助成 

 
③新規分野進出の促進 

ＩＴ産業界においては、組込みソフトウェアの重要性の高まり、オープンソース・ソフトウェアの

普及、ASP、SaaS の拡大などの動きがあることから、県内マーケットが小さく県外受注が少ない

という弱みを克服するため、県内ＩＴ企業にとってのこれらの新しい分野への進出を促進する。 

その対策として、ＩＴ産業は少人数での誘致・起業が可能であることから、現在の誘致優遇措

置に該当しない小規模な誘致や地元での起業に対する支援を行うとともに、研究開発に対する

助成が十分活用されていないので活用されるよう助成措置の拡充を図る。 

 また、本県の主要産業である農林水産業についてＩＴ活用の余地が大きいと考えられることから、

連携を促進し新規分野として進出を図る。 

 

○具体的施策 

• 誘致優遇措置に該当しない小規模誘致及び地元での起業に対する家賃助成 
• インキュベーションルームの拡充 
• 新商品、新技術の研究開発に対する助成拡充 

 
④県内企業のＩＴ化の促進 

県内情報サービス業の受注を拡大するためには県外からの受注を増やすとともに、県内の受

注を増やすことも重要である。情報サービス業の契約先別売上高をみると全国では同業者

（16.5％）、公務（8.6％）であるのに対して本県はそれぞれ 20.6％及び 16.0％と割合が高く、製造

業については全国 21.2％、本県 8.3％と低くなっている。 

また、小売業においてはインターネットを活用したＥＣ（エレクトロニック・コマース）が急速に成

長しているとともに、農林水産業については、農商工連携を促進するためＩＴ活用が有効であると

考えられる。 

このため、製造業や小売業等の中小企業及び農林水産業等について、ＩＴ活用の必要性を啓

発し、IT リテラシーの向上を図ることなどにより経営ＩＴ化を促進して、県内ＩＴ市場を拡大し、県内Ｉ
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Ｔ企業の受注増大を図る。 

 
○具体的施策 

• 製造業、小売業及び農林水産業等の経営ＩＴ化に関する相談・指導 
• ユーザ企業等と地元ベンダー企業とのマッチングの場の提供 

 
⑤人材の育成確保 

人材の育成確保は、ＩＴ産業の振興を図る上での基礎であるので、現在も積極的に取り組んで

いるところであるが、一定レベルの技術者の不足が本県の弱みとなっており、ＩＴ企業誘致、国内

オフショア、新規分野進出及び県内企業等経営ＩＴ化の促進ため一層の推進が必要である。 
このため、現在、本県の人材育成は主に研修を開催して受講者を集める方法で行っているが、

企業が個別に研修ができるように支援を拡充する。 
また、工学系学生の県内就職及び県内ＩＴ企業の新卒者採用が少ないため、大学等と県内ＩＴ

業界との連携を強化するとともに、学生等のＩＴ産業への関心を高める。 
新卒者の採用が少ないことについては、県内ＩＴ企業は中小零細企業が多いことから初任者を

育てる余裕がなく即戦力を求める傾向があることが背景にあるので、新卒採用者の社内教育を

支援する。あわせて、障がい者の社内教育についても支援する。 
さらに、製造業・小売業等の中小企業及び農林水産業等におけるＩＴ化を促進する人材の育成

について支援する。 

 
○具体的施策 

• 個別企業の研修実施に対する助成 
• ＰＭ及びブリッジＳＥ育成のための首都圏等企業への派遣に対する助成 
• インターンシップの実施に対する支援 
• 教育現場におけるＩＴ産業説明会の開催等に対する支援 
• 小中高校生・大学生等を対象とするロボットコンテストの開催 
• 新卒採用者や障がい者の教育担当者の配置についての助成 
• 製造業、小売業及び農林水産業等の従事者を対象とする研修の実施 

 
⑥県外通信コストの低減 

県外通信コストが高いことについては、本県の弱みとなっており、現在、誘致企業の通信回線

使用に対して期間を限定した補助が行われているが、地元企業を含めた継続的な対策が必要

であり、また、ＩＴ企業誘致や国内オフショアを促進するため必要であるので県外通信コストの低

減に対する支援を行う。 
なお、低減方法として企業が共同で回線を確保する方法や地域ＩＸを設置する方法等が考えら

れるが、いずれにしても相当の費用が見込まれるとともに、民間ベースでの運営が望まれること
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から、事前に利用が見込まれるＩＴ企業等の関係者と協力して県外通信コストの低減方法を検討

する。 

 
○具体的施策 

• 企業が共同して行う回線確保や地域ＩＸ設置等の県外通信コスト低減に資する事業

の立ち上げに対する支援 

 
⑦技術者交流の促進 

技術者の交流が低調であることは、本県の弱みとなっており、交流の活性化は新規分野の進

出促進や技術者のレベル向上等に効果があることから、技術者の交流を促進するため既存交

流団体の積極的な活動を促すとともに、交流の場を確保する。 
交流の場は、誰もが立ち寄りやすい場所に確保し、技術者のたまり場、寄り合いの場として開

放することにより、新規ビジネスや技術的課題について気軽に話し合いのできる場、技術者の繋

がりを広げる場とする。 

 
○具体的施策 

• ＩＴタウン中心地に研修室や小会議室を備えた交流拠点を整備 

 
（３）関係機関の役割 

この指針の推進に当たっては、ＩＴ産業界、市町村等の協力、連携が必要であり、各関係機関

に期待される役割は以下のとおりである。 

 
関係機関の役割 

機 関 期待される役割 

ＩＴ産業界 • 業界内交流の自発的な活性化 
• インターンシップの受入等教育機関との積極的な交流 

大学等教育機関 • ＩＴ企業の研究開発等についての技術的助言 
• 学生等のＩＴ産業に関する理解促進 
• ＩＴ産業界との交流促進 

産業支援機関 • 経営ＩＴ化に関する相談指導 
• ＩＴ産業集積に関連する自主事業の積極的展開 
• ＩＴ産業集積施策への協力 

市町村 • 県と一体となった誘致活動 
• ＩＴ産業集積施策の周知 

県 • ＩＴ産業集積施策の着実な推進 



オフィス賃料の
安さ

自然・住環境の
良さ

人柄の良さ

空港アクセスの
良さ

人件費の
安さ

県外受注の
少なさ

一定レベルの
技術者不足

東京～宮崎間
通信コスト高

技術者交流の
少なさ

ＩＴ企業の誘致
促進

国内オフショア
の促進

県内企業等の
ＩＴ化促進

新規分野への
進出促進

《現状》

ＩＴ産業集積推進指針の施策体系

《施策》

発
揮

克
服

弱み

強み

県内市場の
小ささ

人材の
育成確保

県外通信コスト
の低減

技術者の交流
促進

・入居物件の事前整備助成

・首都圏における取引開拓員配置及び
商談会の開催

・共同受注グループの商談会出展等助成

・経営ＩＴ化に関する相談、指導
・ユーザ企業とベンダー企業のマッチング

・コスト低減事業立ち上げ支援

・ＩＴタウン交流拠点の確保

《具体策》

人材の育
成確保

技術者の
交流促進

誘致ＩＴ企業

地元ＩＴ企業
地元中小

企業

県外通信
コストの

低減

国内オフ
ショアの

促進

新規分野
への進出

促進

ＩＴ化の
促進

ＩＴ企業の
誘致促進

《施策の対象分野》

・小規模の誘致、起業への家賃助成
・インキュベーションルームの拡充
・新製品、新技術の研究開発助成拡充

・個別企業の研修実施助成拡充
・ＰＭ及びブリッジＳＥの派遣研修助成
・インターンシップの実施支援
・大学等でのＩＴ産業説明会の開催等支援
・学生等対象のロボットコンテスト開催
・新卒採用者等教育担当者の配置助成
・中小企業等職員ＩＴ研修の実施
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ＩＴ産業集積推進指針の展開

ＩＴ企業の誘致
促進

国内オフショア
の促進

県内企業等の
ＩＴ化促進

新規分野への
進出促進

人材の育成確保

県外通信コスト
の低減

技術者の交流
促進

入居物件整備助成

誘致企業の
増加

首都圏取引開拓員配置及び商談会

Ｉ
Ｔ
タ
ウ
ン
の
創
設

集
積
効
果
の
好
循
環
に
よ
る
一
層
の
集
積

集
積
効
果
波
及
に
よ
る
県
全
体
の
Ｉ
Ｔ
産
業
振
興

大型案件等
受注増大

起業等の
増加

県内市場の
拡大

・学生等県内
就職、高度
技術者増加

・企業内ＩＴ化
人材育成

通信コスト
低減実現

交流の活性化
交流拠点確保

事業立ち上げ支援

ＩＴ化指導相談

需給マッチング

平成２１年

共同受注活動助成

家賃助成拡充

研究開発助成拡充

個別企業研修等助成拡充

インターンシップ等支援

経営ＩＴ化研修

ロボコン開催

交流団体の活動
活性化

低減方法の検討

各種補助、税軽減、企業誘致専門員、企業立地セミナー

今後必要な事業

実施中の事業

取引あっせん、首都圏除く取引開拓アドバイザー配置及び商談会、
展示会出展

誘致企業自社研修支援、ＩＴ技術者レベルアップ研修、
就職希望者研修、ふるさと人材バンク、就職説明会

ＩＴ担当コーディネータ配置

平成２２年 平成２４年

創業等投融資、インキュベーションルーム設置、セミナー開催

平成２３年

民間ベース運用

インキュベーションルーム拡充

誘致企業の回線使用料助成
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